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１．農林水産省 令和 3年度食料産業・6次産業化交付金のうち「地域での食育の推進

事業」の追加要望調査 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 

農林水産省では、令和 3年度食料産業・6次産業化交付金のうち「地域での食育の推進

事業」の追加要望調査が始まりました。 

調査期間は、都道府県によって異なりますが 8月中旬を期限に、都道府県に計画書を提

出していただくことになります。 

事業内容については、以下の Webサイトをご覧ください。 

お問い合わせは、チラシの地方農政局（北海道は北海道農政事務所、沖縄は沖縄総合事

務局）又は、都道府県の食育担当部署までお願いします。 

都道府県によっては、事業を活用しないというところもありますのでご注意ください。 

https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/youboutyousa/r03youboutyousa.html  

 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 

２．農林水産省 第 16回食育推進全国大会 inいわて 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

食育推進全国大会は、食育推進運動を重点的かつ効果的に実施する 6 月の「食育月間」

における全国規模の中核的な行事で、イベントや展示をとおして食育の実践を働きかけ

ています。 

2006年の第 1回大会（大阪府）以降、毎年全国各地で開催されています。 

今年は、6 月 26 日（土曜日）、27 日（日曜日）に、第 16 回食育推進全国大会をオンラ

インで開催しました。 

番組配信プログラムが随時掲載されており、７月 19日に以下が公開されています。 

〇 岩手県食の匠 ～郷土料理の伝承～（岩手大学名誉教授 菅原悦子先生） 

〇 岩手県食の匠 ～郷土料理の技 天然ほや飯～（岩手県食の匠 庭静子さん） 

https://syokuikutaikai16th-iwate.jp/schedule/ 
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３．文化庁 「スポーツ文化ツーリズムアワード 2021」の公募を開始 
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文化庁は、文化庁・スポーツ庁・観光庁の三庁連携事業として、「スポーツ文化ツーリズ

ムアワード 2021」の公募受付を行っております。（申請受付〆：８月 20日） 

本事業は、スポーツや文化芸術資源の融合により、新しい地域ブランドや日本ブランド

を創出し、観光振興・地域振興を推進することを目的とした｢スポーツ文化ツーリズム｣

を推進するために、スポーツ文化ツーリズムの推進に寄与する先進的な取組や今後スポ

ーツ文化ツーリズムの実現を目指す取組に対して表彰を行うものです。 

今年は従来の３賞（スポーツ文化ツーリズム賞、文化ツーリズム賞、スポーツツーリズ

ム賞）に加え、特別賞として「食文化」、「日本遺産」、「武道」についても賞が設けられ

ています。 

また、新たにコロナウィルスによる感染症の影響下ならではの工夫・アイデアが盛り込

まれた「新しい観光」という要素を持った取組も表彰することとしています。 

 https://www.bunka.go.jp/koho_hodo_oshirase/hodohappyo/93211601.html  
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４．文化庁 文化審議会答申（登録無形民俗文化財の登録） 
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文化審議会（会長佐藤 信）は、7月 16日（金）に開催された同審議会文化財分科会の

審議・議決を経て、登録無形民俗文化財として 2件を登録することについて文部科学大

臣に答申しましたのでお知らせします。 

この結果，官報告示の後に、登録無形民俗文化財は 2件となる予定です。 

なお，本件は，6月 14日に一部が施行された文化財保護法の一部を改正する法律により

新設された，登録無形民俗文化財を初めて登録するものです。 

 https://www.bunka.go.jp/koho_hodo_oshirase/hodohappyo/93247304.html  

Ⅰ．答申  

登録無形民俗文化財の登録（新規２件） 

名 称：讃岐の醤油醸造技術（香川県） 

名 称：土佐節の製造技術 （高知県） 
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北海道地域の和食文化ネットワークの事務局 
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窓  口：北海道農政事務所 生産経営産業部 事業支援課 

住  所：札幌市中央区南 22条西 6丁目 2-22 エムズ南 22条第 2ビル 

電  話：011-330-8810 FAX：011-520-3063 

 

＜本省の Webサイト（和食文化ネットワーク）＞ 

https://www.bunka.go.jp/koho_hodo_oshirase/hodohappyo/93211601.html
https://www.bunka.go.jp/koho_hodo_oshirase/hodohappyo/93247304.html
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https://www.maff.go.jp/j/keikaku/syokubunka/network/main.html  

 

＜北海道農政事務所の Webサイト＞ 

https://www.maff.go.jp/hokkaido/  

 

＜その他＞ 

北海道農政事務所や農林水産省では、このほかにもメールマガジンを発行しております。 

配信をご希望される方は、ご登録をお願いします。 

 

・北海道農政事務所メールマガジン 

https://www.maff.go.jp/hokkaido/merumaga/index.html  

 

・本省メールマガジン 

http://www.maff.go.jp/j/pr/e-mag/index.html  

https://www.maff.go.jp/j/keikaku/syokubunka/network/main.html
https://www.maff.go.jp/hokkaido/
https://www.maff.go.jp/hokkaido/merumaga/index.html
http://www.maff.go.jp/j/pr/e-mag/index.html

